書式②

「〇〇〇クラブ」運営規程
第1章　総　則
（事業主体及び所在地）

第1条：本事業は伊丹市の部活動地域展開においての認定を受けた、〇〇〇クラブ（以下：本クラブ）が運営を行い、その連絡本部は、伊丹市に所在します。
（運営）

第2条：本クラブは活動拠点を伊丹市立●●中学校におき、△△種目の地域ク
ラブの運営します。

（目的）

第3条：本クラブは、△△の指導を行い、当該のスポーツ及び文化芸術の技術習得を通して心身の成長と共に会員相互の親睦を図ることを目的とします。
（指導の実施）
第４条：本クラブにおいて、活動日は原則、週◎回とし、♠曜日と♠曜日に活動を行います。ただし、中止の場合の振替指導は行いません。

第2章　会　員

（入会資格）

第５条：本クラブに入会できる対象者は、本クラブの趣旨に賛同し、本規程を
遵守できる健康で活動が可能な方とします。
（対象）
第６条：本クラブの対象会員は小学生・中学生に限定します。

第3章　諸手続

（入会）

第７条：入会を希望の方は本クラブの入会申込書を提出し、入会時の会費の納入をもって入会とします。
（会費）

第８条： 1項　年会費は、入会時及び毎年４月末日までにお納めいただきます。
２項　月会費は、活動月1日から月末までの指導日に対する指導料とし
て前払いにて前月末日までにお支払いください。
        ３項　すでにお納め頂いた会費は原則として返金致しません。
　　　　第4項　納入方法は、本クラブ所定の口座までお振込ください。
　　　　　

(会費の変更）

第９条：本クラブは年会費及び月会費を変更する場合がございます。
（退会）

第10条：1項　退会の手続きは所定の退会届出用紙に必要事項を記入し、退会
する当月の７日までに指導者にご提出下さい。退会届が既定の
期日までに提出された月末をもって会員資格の喪失とさせてい
ただきます。
2項　一旦退会した場合、会員登録は抹消されます。
3項  会費の未納分がある場合は、会員登録抹消後も完納いただきま
す。
第4章　会員の権利及び義務

（責任事項）

第11条：会員が、本クラブの利用に際して生じた盗難や紛失は、本クラブの責めに負うべき事由がある場合を除き、本クラブは賠償の責を負いません。
　　　　　２項　学校施設及び第三者の物品の破損については、本クラブの責めに負うべき事由がある場合を除き、本クラブは賠償の責を負いません。
３項  会員が学校施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により本
クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責任を
負って頂きます。
４項　また天災などの不可抗力の事由により生じた事故についても、
本クラブは責任を負いません。
５項　前項まで掲げる事故や損害については、保険の付保対象範囲外
のものは、本クラブ及び指導者は一切損害賠償の責任を負わないもの
とします。

（変更事項）

第12条：入会時の登録事項等の記載事項に変更が生じた会員の方は、本クラブの定める手続きの上、変更事項を記載し、速やかに届け出て頂きます。

（資格喪失）

第13条：会員は次の場合にその資格を喪失します。

　　　　（1）死亡 (2)除名　⑶退会　⑷活動可能な健康状態でなくなったとき

（除名等）

第14条：次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができます。

（1） 本クラブの名誉を傷つける行為、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。

　　　　（2）本クラブの規約及び、その他の規約に違反したとき。

　　　　（3）会費、その他の支払いを２ヶ月以上滞納し、本クラブより催促を
受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき。
　　　　（4）その他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議し
たとき。

（負傷・疾病）
第15条：１項　本クラブ会員は、活動中及び会場往復路上（直接経路上）にて
生じた負傷をカバーするため、本クラブが指定する保険に加入　
するものとします。なお、保険料は本クラブが負担し、付保対
象範囲は本クラブの裁量に基づくものとします。

　　　　　２項　前項に掲げる保険の付保対象範囲外の負傷その他事故につい
ては、本クラブ及び指導者は一切損害賠償の責任を負わないも
のとします。
第5章　その他

（施設の利用制限）

第16条　会員は原則として、第４条に定めた曜日及び時間において指導を受け、本クラブが指定する施設を活動場所として使用することができます。
（活動の変更・閉鎖）

第17条：本クラブは次の理由により施設の場所の変更、閉鎖をすることがあります。

　　　　（1）天災、事変その他の止むを得ない事情により開場が不可能なとき

　　　　（2）施設の補修または改装するとき

　　　　（3）社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき

　　　　（4）本クラブにおいて、伊丹市教育委員会の登録地域クラブの認可が終了したとき
　　　　 (5）その他、本クラブが必要と認めるとき
（指導者変更）
第18条：本クラブは、担当指導者を変更する場合がございます。指導者変更に伴う返金などは致しかねます。
（利用規程）
第19条　本規程に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、必要に応じ本クラブが定めるものとします。
（諸規則の遵守）

第20条：会員は、国、兵庫県、伊丹市及び本クラブの諸規程を遵守しなければなりません。
（改正･変更）

第21条：本規程の改正・変更は、本クラブが定めるところによるものとします。また本クラブに関するその他の諸規程についても同様とし、それらの効力はすべての会員に及ぶものとします。本規程の改正・変更は発効日の1ヶ月前に会員へ告知します。
（発効）

第22条：本規程は2026年◎月◎日より発効します。

【会費ペイ利用の場合】


（入会）


第７条：入会を希望の方は専用フォーム「会費ペイ」より申込手続きおよび支払い手続きを行ってください。不備などの確認をさせていただいたのちに、本クラブの承認が完了した時点で会員となります。


（会費）


第８条： 1項　月会費は、活動月1日から月末までの指導日に対する指導料としてお納めいただきます。


2項  入会時は初回２か月分の月会費をお納めいただきます。この場


合、クレジット決済またはコンビニ決済にてお納めいただきま


す。


３項　3か月目以降の会費のお支払においては、入会申込時にご登録


いただいた決済方法（クレジット決済・銀行口座振替）にて


お納めいただきます。


4項  クレジット決済の場合、活動月、前月26日にご登録のクレジ


ットカード自動決済にてお納めいただきます。


5項　銀行口座振替の場合、活動月、前月26日（土日祝日をはさ


む場合は翌金融機関営業日）にご指定の銀行口座から口座振


替によりお納めいただきます。


6項　万一、クレジットカード決済や口座振替が何らかの理由で履行


できなかった場合、会費ペイよりご登録のメールアドレスに


決済不能のご連絡をいたします。指定された支払方法にてお


納めください。


7項  すでにお納め頂いた会費は原則として返金致しません。


　　　 　　











